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1．弊行内部監査体制の概要
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（４）業務スキルの状況
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（1）弊行組織図



（2）部内体制



（3）人員構成 営業店監査ワンイヤールールの実践
牽制力・指導力の強化に向け人員増



（4）業務スキルの状況（スキルマップ）



（5）直近2年間の資格保有者数

資格 取得者(転出者含)

金融内部監査士 14名
（別途、通信講座受講中 ６名あり）

公認システム監査人（ＣＳＡ） １名

ＩＴコーディネータ １名

公認不正監査士 2名
公認金融検査人（ＣＦＳＡ） 3名

※資格取得費用補助制度あり（上限10万円）



2．取り組みに至る背景①

 指摘を優先する監査手法に対する疑問

→「営業店への提言力」や「本部への

フィードバック力」が必要なのでは？

→「指摘」から「指導」への脱皮

「現象」でなく「原因」に目を凝らす

「事象」でなく「事由」を掴む

「真因」→偶然？必然？属人的資質？態勢？

本部施策・手続き？真実は何か



2．取り組みに至る背景②

 ガバナンス態勢強化のための役割認識

→「経営の代理人」とは何ぞや

不祥事未然防止？事故防止の牽制？

本部施策・手続き等への提言機能？

コーポレイトガバナンスの充実？

個別経営戦略に対する監査の充実？

 ベストプラクティスを促す水平的レビュー



2．取り組みに至る背景③

自分達は期待される水準にあ
るのか？

 「変えるべきこと」「変えてはい
けないこと」は何か？

→自分達の「立ち位置」の確認
のため、外部コンサルを受ける



3．取り組み状況 ①

≪中期監査計画の策定≫
将来的に想定されるリスクも勘案し、監査
態勢の高度化に向けた監査計画の策定
に着手。

→ＦＧ主導で、北海道銀行とも平仄を取りな
がら「ほくほくFG」としての監査中期計画策
定の検討を進めている。



中期監査計画の策定～目的～

・FG＆子銀行中期経営計画遂行
に伴うリスクシナリオへの対応

・内部監査機能の高度化・効率化
に向けた中期的なロードマップ



中期監査計画の策定～流れ～

中期監査方針・・・策定の背景、目的

↓

中期監査目標・・・方針実現のための道標

↓

中期監査計画・・・目標達成のために具体化



中期監査計画の策定～方針～

・監査の高度化と効率化

・網羅的なルールベース監査からリス
クベース監査へのウェイトシフト

・業務改善に繋がる提言機能の強化

・ＦＧ監査との役割分担（監査資源の確保と
個々人のスキルアップ）



中期監査計画の策定～目標～

・本部監査・テーマ別監査の高度化

・営業店監査の深化・効率化

・ＦＧ・子銀行監査部門の役割分担

・リスクベース監査スキルの強化

・監査資源の確保と育成



中期監査計画の策定～策定～

中期監査目標に基づき、各論まで
踏み込んだ中期監査計画を検討

ex.関連会社の監査について

H27年3月期：ＦＧと両行での共同監査実施

H28年3月期：ＦＧ主体での監査実施



3．取り組み状況 ②

≪品質評価の実施≫
内部監査に対する品質評価を実施し、そ

の結果を経営に報告し評価・指示を受け、
改善につなげる態勢を整備する。

→(1)内部評価マニュアルを検討・策定中。定
期的な内部評価を行い自己進化を図る。

(2)外部評価導入は今後の検討課題。



被監査部署からのアンケート取り受け



3．取り組み状況 ③

≪オフサイトモニタリングの充実≫

監査目線にマッチした、実効性の高い
情報収集態勢構築に取り組む。

→①本部各部との協力・信頼関係

②事前検討会実施・重点監査項目の共有

③営業店リスクアセス→定量＆定性要素

④本部リスクアセスの実効性を高める工夫



≪営業店のリスクアセスメント例≫

リスクアセスの「当り具合」
を見ながら、項目の入れ
替えを図っていく



≪本部のリスクアセスメント例≫



《事前検討会資料例》



３．取り組み状況 ④

≪本部監査の質的向上≫
個別経営戦略・施策まで踏み込んだ

監査の実現可能性

→テーマ別監査に加え、FG・道銀との
共同本部監査試行を検討中

まずは現場目線での提言機能強化



４．部門長としての心構え ①

 “まずはやってみる”

→状況が見えてきたら、ＰＤＣＡを回す

 “～すべき”は 後までとっておく

→ｍｕｓｔを考えると躊躇する



４．部門長としての心構え ②

 監査実施店への「臨店」では・・・

・検査員の仕振り確認→「緊張感」と「励み」

・現場支店長・役席者とのコミュニケーション

→“指摘”でなく“指導”、“面接”でなく“面談”

→ 指摘：発生したリスク事象の摘発にすぎず

指導：発生しうるリスクへの気付き（防止）

→現場が知りたいのは、僚店の良好事例・

失敗事例やガバナンスのあり方への助言



4.部門長としての心構え ③

 監査部員に求めていること

→現場の悩みは何か？

本部施策や手続きに問題点はないのか？

担当者の声にまで耳を傾けているか？

監査時には営業店全員にアンケート

営業室まで出向き、自分の眼で見たか？



５． 後に

 現場を回り、現場と対話し、現場に寄り添
うことができるのは内部監査部門

 「現場と本部との架け橋」として機能でき
れば、組織全体ももっと良くなるはず

・・・その気概と誇りを部員に持たせて

これからも高度化に取り組んでいく



ご清聴ありがとうございました

北陸銀行監査部

担当部長 小嶋達也


